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はじめに

日墨近代外交は，１７世紀初頭において日本＝ヌエパ･エスパーニャ（メキシコ)＝スペインの

三極間で展開された一連の交渉関係!)がきっかけとなり1888年に締結された｢日墨友好通商航海

条約2)」に始まったと言ってよい。当時ディアス（PorfirioDIaz)政権下のメキシコは外国資本

の導入・港湾施設の整備・鉄道網敬設等の政策を実施し，独立戦争に続く混沌とした共和制時

代以降の疲弊した国内経済の再興と活性化を計ったが，明治新政府下の日本と同様に両国はと

もに近代国家を目指す同一発展段階にあった。

その後の日墨両国間外交には大きな変化は見られなかったが，日本が日消・日露両戦争を契

機に国際政治の舞台に登場していった中で，ピクトリアーノ・ウェルタ（VictorianoHuerta）

将軍がディアス独裁体制瓦解後のいわゆるメキシコ革命動乱の最中に政権の座に就くに及んで，

両国間の関係はにわかに活況を呈していった。とりわけ新任安達公使のメキシコ着任を機にウ

ェルタ大統領は薇極的に対日接近を誇示し，その結果日本とメキシコの親密化が米国政府のみ

ならず欧州諸国内で取り沙汰され，各国報道機関に大々的に取り上げられた。こうした現象に

至った背景には,以下の諸点すなわち－①日本人移民問題に端を発した米国内における対日感

情の悪化．②米国政府の対墨外交政策に起因したメキシコ側の反米感情の高揚．③その結果の

米国海軍ペラクス港占領を以て頂点に達した米墨危機．④第１次世界大戦前夜のメキシコ革命

動乱の中で，メキシコ国内における既得楢益をめぐり米国及び欧州列強間で展開された利害関

係一が錯綜していた。

本稿は，日本とウエルタ政権の外交関係をメキシコ革命動乱期における国際環境の中に据え，

米墨国際関係及び日米関係の中で捉えつつ，主として史料「日本外交文書」を駆使し日墨関係

の変遷過程を辿りその櫛造を考察するひとつの試みである。
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Ｉウエルタ瑚囑の樹立と帝国政府

ディアス長期独裁体制の中で社会変革を目指して成立したマデロ（FranciscoLMadero)政

府に対し寝返りを打ってクーデターを成功させたウエルタ将軍は，1914年２月の｢大使館協定」

（PactodelaEmbajada又はシュウダデラ協定）３)を以て反革命政権を樹立した。

1.ウエルタ臨時政府承認問題

ウエルタ将軍は直ちに在墨外交団を引見し了承を求めると同時に各国政府より正式承認を獲

得せんとした。こうして５月頃には欧州・中南米諸国の大部分から逐次正式に承認されていっ

た。こうした中で，ウエルタが最もその承認を得ることを熱望した米国政府は独り沈黙を守っ

ていた。米国タフト（WnliamHTaft)大統領はメキシコ臨時政府を承認するに先立ち，１９１０

年のマデロ革命騒乱以来被った損害賠償問題及び従来両国間で懸案となっていたチャミサル

（Chamizal)領土問題`)，またコロラド河水分割問題等の諸問題の同時解決を模索し，すなわち

ウエルタ将軍臨時政府の承認を米墨間諸懸案の解決に利用せんとの意から容易に正式承潔を与

えなかったからである`)。これに対し，当然の如くウエルタ政府は承認を諸懸案の解決に利用さ

れることを望まず，ウエルタ将軍は５月７日在墨米国大使ウィルソン（HenryLaneWiIson）

と会見,「メキシコ政府は米国との間に現存する諸懸案を協定する充分なる意志を有するも…米

国政府がメキシコ政府を承認せざる間はメキシコ政府は米国政府の前には何等の地位を有さず
して，従ってその協約`)は総て無効となる」こと，さらに同米国大使も公式な外交官として認め

られない旨を通告した7)。ついでタフトを継承したウィルソン(WoodrowWilson)大統領は｢合

法的選出によらない政権の不承認印｣を唱え，「監視的観望政策」（pollticadevigilanteespera)．）

の対墨政策を展開させた。こうした米国政府のメキシコ臨時政府非承認政策は，結果としてウ

エルタ政梅のみならずメキシコ一般市民の反米感情を高揚させた。一方で英仏等の欧州列強よ

り漸次承認を笈得したことで力を得たメキシコ政府は,｢報復手段として米国製輸入品に対して

ボイコットを行うべし！･)」とまで唱え終始強硬な態度で臨んでいった。

2.ウエルタ将軍の対日接近と新任日本公使

ウエルタ大統領は２月12日正午政庁において外交団を接見した折，堀口臨時代理公使に対し

「墨国人は光栄あり且つ勇敢なる日本人に特別な同情を有するものである」ことを表明，デ・

ラ･バラ（DeIaBarra）外務大臣は前のクーデター勃発時に元大統領家族が救援を求めた際に

日本公使館が与えた好意に対し感謝の辞を述べ，政庁前の群集は日本万歳を叫び，こうして日
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本に対する好印象が高まった'1)。

ついで５月米国アリゾナ州議会で外国人による土地所有禁止法案が審議された際には12),メキ

シコ有力紙ElDiarioは日本の同をもつ記事を報道１３)，また６月にはメキシコ政府の日本製小銃

５万挺の売買契約，さらに陸軍大臣の日本製兵器の優秀性についての開陳が写真掲戦で有力紙

上に公表された!`〕｡こうしたメキシコ陸軍省の見解は,中南米諸国に対して日本製武器の優秀性

を紹介する無形の利益をもたらし，結果としてメキシコにおける親日ムードが醜成された。一

方，米国政府の不承認態度に憤慨するウエルタ大統領は，同時に承認を与えた友好国に対して

は対照的に好意を表した。こうした時，日本より天皇陛下の親密を奉じて新任公使が着任する

報に接したウエルタ将軍は，大々的な歓迎運動を展開させた。大統領は同公使接迎の為に特別

列車のマンサニージョ港発送を命じ，同時にメキシコ政府上院常設委員会は新任公使着任に際

し，1910年のメキシコ独立百周年祝賀祭に参列した日本に対し国際礼儀を果す目的でその返礼

大使としてディアス(FelixDIaz)将軍を日本行答礼特使に任命した'５)。こうしたウエルタ政府

の親日態度は異常ともいえるムードを生み，７月11日学生一隊がメキシコ市内を行進し対米示

威運動を展開した際には各々が日本国旗を榔帯し万歳を唱えるほど増幅された'．)｡こうした情勢

下に着任した新任安達峯一郎公使は，グアダラハラでは名誉市民として待遇され，ハリスコ州

知事は政庁において盛大なレセプションを催し，コリマ州知事は「小なる日本が大なる露国に

勝ち得たる如く我がメキシコも日本国にならいこれを友として米国に打勝つべし」と演説し狂

喜する民衆の喝彩を博したほどであった。公使は７月22日群集が中央駅前で日本万歳を唱える

中メキシコ市入りし，大統領専用馬車で公使館に到着した。新任安達公使は「日墨両国間の親

善は専ら商工業の関係を発逮せしむるのみ｣と飲迎を受けた各地で繰り返し強調し，「民衆の反

米感僑に迎合せざる」ことに努めた'７)。一方，田辺代理公使はウエルタ政府に対し｢新任公使に

好意を表することは高く評価するも，万一歓迎が親日的なもので反米運動と理解された場合遺

憾である」と文密を以て日本側の意向を伝えた。‘)しかし案に相違し異常ともいえる親日ムード

が生まれた。こうしたメキシコ官民の熱狂的な日本新任公使に対する歓迎運動は，ウィルソン

米国大使またオーショネッシー（Ｎｅ】sonOShaughnessy)公使をしてその歓迎ぶりはメキシコ

が親日態度を誇示するものであり，すべてが排米を目的として計画されたものと言わしめた如

く'9),主として前述の米墨関係とりわけ米国政府のウエルタ政栖不承認政策に起因したメキシコ

国内における反米風潮に基くものであった。
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Ⅱウエルタ政権の崩壊と帝国政府

ウエルタ政府に対し全面的不承認政策を採り続けた米国政府と反米国強硬態度で臨んだウエ

ルタが相対時したことで米墨関係が悪化していった中で，1913年夏に米国政府はメキシコ国内

における米国の権益保護・確保の為の情報収集の目的でホール（WiUiamBayardHaIe）特使

をメキシコに派遣した塾。)｡在墨米国人の即刻国外退去また米国の軍事介入が適当なる措置とする

同特使からの見解報告に基づぎ，ウィルソン大統領は具体策を施行する目的で前ミネソタ州知

事リンド（JohnLind）をメキシコに派遣しメキシコ内政干渉を展開させた。

Ｌ米国政府対墨提議と帝国政府

米国大統領の名代（PersonalrepresentativeofthePresident）として特別任務一メキシコ

における時局の平定を目的とする提議一を帯びてリンドが訪墨する旨が８月５日オーショネッ

シー代理大使よりメキシコ外務大臣代理アルダペ（ManuelAldape）に通知された。これに対

しウエルタ政府はいかなる性質の仲介・干渉たりとも容認できない旨を表明，同時にもし同氏

が信任状及びメキシコ政府に対する承認状を携帯しない場合においては同氏のメキシコ滞在は

喜ばざるところであると公文を以て代理大使に通達した。在メキシコ外交団はいずれもメキシ

コ政府の措圃を是認したが，他方でリンド特使が中途召還を余儀なくされた場合その報復手段

として武力干渉に出るやも知れないと米国の軍事介入が危倶され，事態は緊迫したものとなっ

た2⑪。

一方ワシントンでは，リンド提議が拒否された場合に備え打開策が識じられた゜プライアン

（WiIIiamJBryan)国務長官は８月７日の定例接見日に在米珍田大使に対し，「もし墨国仮大

統領が米国提識を拒絶せんとする場合には．まず在墨日本公使に計りその忠言を求めるよう予

め同公使とウエルタとの間に内々の打合せを遂<べき旨帝国政府より同公使に訓令せらるる途

なきや」と日本政府の支援を打診した。珍田大使はメキシコの時局平定は日本政府の希望する

ところとしながらも,｢元来帝国政府は米墨関係については努めてこれに関与するが如き嫌疑の

原因を避け公明正大の態度を執り来たる」ことを述べ本国政府に謂訓した｡22)米国政府の対墨提

案に関する支援要請すなわち在メキシコ日本公使をその斡旋に従事させることは，日本政府が

「米墨双方に対して函大なる責任を負う」こととなり，またメキシコの深刻な政情下において

は「為に極々の誤解嫌疑を招く虞あるのみならず，列強に対し好ましからざる位置に陥らずと

も限らず｣と日本外務省をひどく悩ませた。熟慮を重ねた牧野外務大臣の回答振回訓は，「帝国

公使をして干与せしむることば乍遺憾其需に応ずるを得ざる」というものであった。２３）
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メキシコ政府がリンド特使派遣に激しく異蟻を唱える憶況の中で，米国政府としてはなんと

しても各国より支援を得る必要がありその極得に狂奔した。プライアン国務長官は支援を要請

する公文を在米日本大使のみならず「21ヶ国代表者に宛て」発し，さらに「リンドは米国大使

館の顧問（personalTepresentativeofthePresidenttotheEmbassy）として派遮せられたも

の｣とリンドの資格を修正し再度珍田大使を通じ同様の支援が帝国政府に要請されると，２`)｢我

方単独の斡旋を求むるの趣意」と了解していた牧野外相は「問題が多数列国の共同関係となる

以上当方に紗いても更に考通を要する｣必要に迫られた2s)｡牧野外務大臣は直ちに安達公使に宛

て,｢墨国事態の平定及び米墨関係の改善｣は主義として日本政府が希望するは勿論であるが｢公

使会議に出席の節は必要の場合には電訓を仰ぐべき保留の下に何等「コミット」せず参与せら

るるくし」ことを訓令した2`)。一方，米国政府は英･独･露各国より「墨国政府に対し米国政府

の提議については篤と考量を加えるべき旨の忠言を墨国政府に与える」趣旨の，つまり米国の

依頼を容れた回答を得るに至って，プライアンは珍田に「帝国政府においてもこれ（米国対墨

提議）を支持する措置を執られんこと」を希求し，最小限，「在里日本国公使が列国同僚と協同

措置を執るべく帝国政府より同公使に訓令あるべく」と再三支援を強要した２７)｡並行して在日米

国大使を通じ，米国提議はメキシコにおける平定の確立を目的とした措置であることを伝え，

「帝国政府においても墨国政府に対し（米国）提議を慎重考赴するよう勧告を与えられたし」

と協力を迫った2`)｡米国政府の対墨提案支持に関し列強が関与するに及んで日本政府は各国と歩

調を一つにする必要に迫られ,｢墨国における時局の平定は帝国政府の固より希望するところに

して，帝国公使をして外交団同僚と協議かた一致協力してその労（時局平定）を執らしむるこ

とに何等異存なき」との見解を取らざるを得なかった。しかし最終的結論は，「墨国における日

本の利害は極めて限定されたものにして，かつ当国の重大な事態・現況においては帝国政府と

しては我が公使をして在里外交団から逸脱させ単独に行動を執らしめ誤解嫌疑を招く如くの任

務に従事させることは容認しかねる」とするものであった2,)。

こうした中で８月14日リンドはガンポア（FedericoGamboa）墨国外務大臣に対し，①メキ

シコにおける即刻停戦，②大統領公選の実施，③ウエルタの大統領選挙非立候補，④メキシコ

国民の公選結果に対する全面的承服，から成るウエルタ退陣要求を全面に打ち出した４条を提

議した30)。これに対しガンポアは｢米墨両国間の関係も今や常態に復すべき道理なるが，万一米

国政府の底意が暴力に訴え私欲を暹うするに在らば……墨国人は総て団結して最後迄抵抗する」

旨を言明31),米国提議はウエルタ･メキシコ政府から全面的に拒絶された。米国議会はかかるヴ

キシコ側の態度を「米国民の感慨を誤解するものにして.…･･自ら孤立の境遇に陥るもの」と断

じ，米国製虹需品輸出禁令さらに在メキシコ米国市民の即刻退去及び残留財産の安全確保を決
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議した32)｡かくしてリンド特使を派しウエルタ将軍に退陣を強要した米国政府の対墨提繊は失敗

に帰し，以後の米墨国際関係は悪化の一途を辿ることになる。

2.対墨列強共同干渉と軍艦「出雲」一日墨関係の緊密化

１０月10日ウエルタ大統領は「北方革命軍と共謀したる証跡を得たるが為」との理由の下に，

「旧マデロ党及び独立自由党に属する議員百名を捕縛投獄｣し上下両院を解散銅),独裁政権へと

移行した。米国政府はかかるウエルタ将軍の議会抑圧を「立法府に対する暴挙｣であり，「米国

に対し不誠実にして憲法を鐸鯛するもの」として「これを視認するに能わず……選出せられる

大統領（ウエルタ将軍）を承認するに能わず」と対墨抗議轡,`)を各国政府に送付かたウエルタの

退陣を強硬に迫り，事態は一個緊迫した。加えて，メキシコ北部のトレオン市が憲政派革命軍

に陥落されると時局はさらに深刻化し，英・仏・独列強の在メキシコ公使は本国政府に対し在

留民の生命財産の保護を訴え軍艦派遣を要諦した35)｡こうした中で万一の場合に備え｢米国を懲

想し共に墨国平定の事業に干渉し……（以て）他国の（メキシコにおける）利益を躁鯛するを

防止する」案が萌芽し，いわゆる対墨列強共同干渉案が生まれた。英・仏・独各国公使は「米

国が（ウエルタ政梅発足以後）度々実力干渉を試みるも日本国に対する恐怖心に依り断行し能

わず」との見解の下に，安達公使に共同干渉事業への参画を打診した。安達は，日本がメキシ

コに有する利権は英仏独三国に遥かに及ばず従って干渉の理由が比較的少なく，また米国が日

本の干渉を嫌うことは三国干渉を嫌う比ではないと判断し，さらに「英・仏・独政府が欧州政

局の多事なる今日」容易に在メキシコ公使の上申を容れるとは考えられないとその申し入れを

放磁した。しかしいつ如何なる政変が発生するか計り難い悩勢にあって，加えてディアス訪日

特使が帝国政府に拒絶されたとの報道が紙上に掲戟されたことで，安運は万一の場合における

在留邦人の保護を危倶し，「この際帝国軍艦の派遣最も望ましき」と考え，「墨国及び諸国が当

然の義と看倣すべ<visitofcourtesyの名義を以て派過すべし」と軍艦派遮を具申した")。一

方10月18日の東京諸新聞は「(在里)外交団は万一の場合に備え各本国政府に対し墨国への軍艦

派遮を粟藷することを決議｣と報道した3ｱ)。こうして，「帝国が墨国に対し有する利害関係は主

として商業的なものにして政治的関係は極めて少なく，同国に紗ける秩序の一日も連に回復せ

んことを望む38)｣とした日本政府にあっても皿艦のメキシコ派遮の検討を余儀なくされた｡一方

で日本政府は軍艦派遣を以て「アンチアメリカン・デモンストレーション」と誤解されること

を股も懸念し,米国政府の思惑を斜酌しつつ慎亜に詮議した3｡)｡さらに誤解を回避する為に,｢軍

艦派遣が本邦人保護の外何等他に目的を有さず」と日本政府の真意を英・米・独・仏国政府に

申し入れ,｢在墨本邦人の保護を目的とし生命財産の危害を受ける万一の場合を優慮した上での
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措置に他ならず，何等政治上の意味を含むことなし」との結論を以て軍艦｢出璽」（鑑長森山塵

三郎海軍大佐，副長増田幸一海軍中佐）のメキシコ派遣を決議した`o)。

他方，メキシコの新聞は外務大臣の「艦長以下首府にも来ることを得，交歓の余暇を希望す

る｣旨の談話を報じい),また日本の軍艦派遮をメキシコに対するホステイリティーにあらずヴィ

ジット・オブ･コーテシーとして日墨両国の親交を深化するものと大々的に掲げた`:)。軍艦「出

雲」はこうした中で大正２（1913）年12月22日マンサニージョに入港した。ついで森山艦長以

下15名の士官がメキシコ市を訪問した際にはメキシコ官民及び日本公使館員，在留邦人の盛大

な歓迎を受け，連日主要軍事施設を視察･歴訪した`３１。この「出雲｣乗組員の首府訪問は安達公

使の積極的な対墨姿勢とあいまって，日本のメキシコにおける活動として米国新聞紙上に盛ん

に報道され，「日本は墨国に対し何か企画する所ありや」との疑惑を誘起し``)その結果内外にお

いて日墨親密関係が取り上げられた。米国ランシング（RobertLansing）国務長官は「在墨日

本公使の態度は公正の程度を越えたる（もので）多大の同情をウエルタ政府に寄せ居る」と安

達公使を非難``)，エドワード･グレー英国政府は「出雲｣艦長及び多数の士官がメキシコ市にお

いて異常な歓迎を受けたことに関し「日本がウエルタ政府に対し特に好意を有する事をデモン

ストレートするもの」と取り，「近来帝国政府は墨国に対し従来の（中立）態度を多少改めたる

か｣と問訊するほどであった`．)｡さらに安達公使瀞任の際に大歓迎を挙行したハリスコ州知事ペ

ス・ポルティージョ（L6pezPortiUoyRojas）が外務大臣として入閣するに至ると，その就

任は「日本の墨国における活動を便にせんが為」と曲解臆測され，さらには「新外相の任命は

日本政府のimpoitionの結果」とまで喧伝された。ついでオショーネッシー代理大使の「墨国軍

隊の行列の中に多数の日本人将校及び兵卒が隊伍に交り居た」という事実無根の談話によって

メキシコ軍部内に帝国軍人が混入したとの風説まで流れた｡`？)こうした疑念が生じ日墨両国の親

密化が大きく浮上した背景には，安達公使の「(帝国の）西洋球方面への海外発展」思考すなわ

ち「墨国は中南米大陸の関門たる地位を占め…（当地に）利権を扶殖し維持するは墨国以南の

大陸に対する前衛をなすものにして…将来帝国が墨国に施設経営をなす準備には今の如く墨国

における親日又は対日同燗の親日又は対日同悩の思想勃興の時代こそ最も機宜を得た絶好の時

期｣とする考え`o)に立脚した積極的な対墨姿勢が確かに存在していた。しかし主たる要因として

は「反米感禰に起因した親日思想」の中で，とりわけ米国新聞は禰疑の目を以て「墨国側が日

墨の親交親密なる有様を外部に表彰せんと努める居る」と観察し，「針小棒大に報道」した結

果`．),日墨関係が米墨及び日米の関係に結びつけられて様々な虚榊や臆説が流れたのである。こ

うした疑惑は，日本人移民にからむ加州土地法問題をめぐって米国政府と折衡交渉中の日本政

府にとっては「願念するところ」であり迷惑なことであった。牧野外相は安達公使に対し「帝
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国は墨国に対し政治上の利害関係を有すること極めく薄<」と日本の対墨見解を再度強調し，

「墨国における紛糾したる時局に鑑み……（公使の）言動は極めて重大なろものにつき……冷

静に時局の転変を観察し…着実冷静に当たられんこと……」と訓令するほどであった`o)。

３.米墨危機と日本

４月９日米国砲瞳Dolpbinの主計官及び若干名の水兵は物質調達の為タンピコに上陸と同時に

同港を守備中のメキシコ官軍イノホサ（Hinojosa）大佐の部下によって逮捕された。近海を監

視する米艦隊司令官メーヨ（Mayo）は直ちに墨国司令官サラモサ（Zaramosa）将軍に対し，

①米国水兵の解放，②米国政府への謝罪，③米国国旗に対する21発の礼砲発射，を要求した。

メキシコ政府が，①②には応ずるも③は断固容認できないとした為に，米国は閣議検討の末に

大西洋艦隊にタンピコ出動命令を発した51)｡米国要求の礼砲発射がタンピコ事件収拾の鍵となっ

たが，ウエルタ大統領は承認を受けていない政府に対し「無条件にて……米国の要求に応じ難

し」と表明し，外務大臣は「米国艦隊が墨国諸港に派過せられた（事につき）墨国政府は武力

を以て同艦隊を撃退するに決したる｣旨を在メキシコ各国公使に通達した鍵)。一方，米国大統領

が在留米国人の退去を勧告にするに至って米国の武力干渉が懸念され，両者が一歩も譲らぬ態

度で臨む中で４月20日米墨交渉が決裂するに及んで事態は全く楽観を許されないものとなっ

た53)。

こうした時，米国政府はベラクルス港務長官がメキシコ市に引き揚げる際に鉄道線路破壊計

画を実行ししたが為して，大西洋沿岸唯一の交通手段の遮断を防止せんと４月21日ペラクルス

港税関を差押え,交戦の末22日同港は米国海軍に占領された")｡ベラクルス港占拠はタンピコ事

件における米国政府の第③要求をウエルタ将軍が応ずるよう強要する，つまり所期の要求を港

湾封鎖により貫徹せんとした「強制手段」であって，米国政府のウエルタ不承認政策に基づい

た「ウエルタ派の不正行為」に対する国際法上いわゆる「復仇権（reprisaDの行使」に外なら

ない制裁措圃であった5s)。

こうした一触即発の危機に瀕した米墨国際関係の中でメキシコ政府内では在米墨国臨時代理

大使の召還が詮議され，その場合には「在米日本国大使並びに各日本国領事において在米墨国

大使館並びに領事館の⑪類の保管」さらに「在米型国人の利益保護」が裁決され，ウエルタ大

統領から安達公使を通じ日本政府にその協力が要請された``)。同時に在米墨国臨時代理大使は，

珍田大使にメキシコ大使館及び領事館の文書保管を懇願した57)｡しかしながらこうしたメキシコ

政府の依頼は，緊迫する米墨関係の中で中立の立場をとる姿勢を外部に示す日本政府にとって

は厄介事であり迷惑この上ないものであった。加藤外務大臣は米墨関係が最も切迫する情況に
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鑑み，安達公使に対し「貴館を避難所となすが如きありては政策上甚だ画白からざる」と言及

し，「帝国の墨国に対する政治上の利害関係極めて薄きものにして……,墨国官憲に対し政治に

関する「サゼッション」を為し……意見を述べられることは厳にこれを避けらるる様」と特に

訓示した。さらに「在米帝国領事館は其数多からず……多数墨国人所在の地には領事官駐在せ

ざる有様につき……到底墨国政府の依頼に応ずること能わず」とメキシコからの要舗を拒否す

る回答を安達に伝え，あわせて珍田大使に回訓した")。日本政府の回答に墨国外務大臣は｢痛く

失望の体」であったが，火急の場合でもあり文瞥類を「一両日間にても在米（日本）大使館に

紗て仮に保官せらるること叶わずや」と再度懇願した。しかし日本政府から厳しい訓令を受け

ていた安達公使は，「瞥類を保管することは該外国人（メキシコ人）の保護に任するを意味し」

かつ｢全く先例なき所が故に不可能｣なることを述べ")，メキシコ政府の申し入れは悉く拒絶さ

れた。５９）

一方，時局の進展に伴い米墨開戦までささやかれる中で，またしても米墨紛争に対する日本

の態度をめぐる浮説が流れた。露国当局は，米国が万一メキシコをその勢力下に週<ようなこ

とが生じた場合には日本国は太平洋における地位上非常の不利益を蒙むることに依り，必ずこ

れに反対するべく武力干渉をも辞せざるくし」と観察していた。オーストリア・ハンガリーの

有力紙は｢日墨両国間に何等かの政治上のententeあり」との推堂の下に，「墨国大統領は暗に日

本の後援を期侍せる如く」と論評し，「日本は既に墨国に向いて軍艦を増過したり」との報道を

掲げた")｡さらに米国黄色新聞も同一内容の記事を報道した｡これら一連の報道記事に対し日本

政府は「帝国の態度を発表する必要」に迫られた。加藤外相は「帝国の墨国に対する政治上の

利害関係は極めて薄きもの」と強調し，武力干渉また日墨間の「アンタント」さらに皿鑑増派

などいずれも「全然根拠なき報道なり」と日塁関係をめぐる誤解と無根の報道を訂正すべ<在

英・仏･独･鰯・米各日本大使を通じ各国に表明した`!)ほどであった。ついで米墨紛争に対する

日本政府の方針として珍田大使は米国務長官に「帝国政府は……純然局外の態度を執り居る」

旨を表明`z),さらに大隈総理大臣の｢日本国は米墨開戦の場合……米墨紛争に対し厳正中立の態

度を採るべき」旨の言明が米国諸新聞に褐戦され，その「結果米国に対する日本政府の態度最

厳正なる」ことが賞甑され"),米墨危機における公正中立態度が理解を得られて日本政府は最大

の懸念を解消し得たのであった。

結びにかえて

米墨紛争は，アルゼンチン・ブラジル・チリの三国代表者から成るいわゆるABC三国調停に

おいて一応の解決をみた。それに伴い米国政府は米軍のベラルクス撤兵を決議，一方ウエルタ
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大統領は７月15日議会に辞職を提出，同時に外務大臣カルパハル(CarbajaDを臨時大統領に任

命し同日夜密かに亡命の途についたのである｡周知の如く米国政府の中南米諸国に対する直接・

間接的な経済封鎖・内政干渉・軍事介入は今日に始まったことではないが，ペラクルス港占領

またウエルタヘの退陣要求等もその典型的な事例であろう。換言すれば，ウエルタは直接・間

接的に米国政府によって失脚を余儀なくされたと言えよう。

以上，ウエルタ政梅における日墨関係を主として米墨・日米の関係の三極から観たわけであ

るが，その櫛造については以下の諸点が指摘できよう。

1)米国政府のウエルタ政府不承認政策はメキシコ官民の対米感情を著しく損ねたが，ウエルタ

の日本への同情，対日接近あるいは新任日本公使に対する熱烈な接迎運動といったウエルダ政

権下における動向のすべてはメキシコにおいて高揚した反米感情に基づくもので，米国対墨政

策に対する反動によるものであった。

2)ウエルタ将軍に退陣を強いるリンド特使工作が失敗に帰した結果米墨関係は悪化した。その

緊迫した事態の中で居留民保護の名の下に派過した軍艦「出雲」の将校のメキシコ市訪問事件

を契機に日墨関係がクローズアップされた。こうした日墨緊密関係の浮上も墨国の反米感悩に

起因した親日感情によるもので，すべてが前述同様に米墨及び日米関係に結びつけられてその

線上で臆測された所産であった。

3)タンピコ事件，ベラクルス港占拠を以て危機に瀕した米墨関係の中で，ウエルタ大統領から

の在米メキシコ大使館の文書及び在米墨国人の権益保麺の依頼は日本政府に拒絶された。当該

要請は，日本人移民問題をめぐり米国政府と折衝中の日本政府にとり有利に交渉を進展するに

は障害となり米国政府を刺激することにもなりかねず迷惑極まりないものであったからである。

日本政府は米墨関係その紛争に対し一質して厳正中立の態度を表示してきたが，軍艦派過に

つき在留邦人の保護を目的としながらも絶えず米国政府の思惑を斜酌せざるを得なかった。そ

れ故に，日墨関係の親密化に係る誤解を回避・訂正し，メキシコに対する政治上の利害関係は

皆無に等しいことを繰り返し強調し，歪曲して取られた日墨関係を悉く否定したのであった。

第一次世界大戦前夜におけるウエルタ政梅期のメキシコ革命動乱の只中にあって欧米列強が錯

綜する中で，さらに日米外交問題をも抱える日本政府にとっては米国政府を無視した外交政策，

すなわち米国政府を度外視した対坐政策はありえなかったのである。
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定になっていた（wEIEmbajadordeMexicoenelJaPon，,,Ellmperial,21,29,Nov・

'911.)。

前掲安達発電報第77号．

７月22日安達発牧野宛電報第30号，ＮＧＢ大正２年，ｐｐ,373.374．

NelsonO，Shaugnessy，stelegramtotheSecretaryofState,19,Ｊu1,1913.qPapers

ReIatingtotheForeignRelationsoftheUnitedStates,,,ＦｉｌｅＮｂ812.00／8084．

TelegramofH･LWilsontotheSecretaryofState,12,Ｊu1,1913,C0Papeだ…,，'FiIeNU812、

００／8029.

0,Shaugnessy,stelegramtotheDepartmentofState,17,Ju1,1913,ibidFileNU812､00／

8068．

BertaUlloa,ｏｐ・Cit.,ｐｐ､109-110.

8月７日付安連発牧野宛電報第35号，第36号，ＮＧＢ大正２年，ｐｐ､374-375.

8月７日付在米珍田大使発牧野宛電報第241号，ＮＧＢ大正２年，ｐ､375．

前掲珍田発電報第241号．

８月９日付牧野発珍田宛電報第193号，ＮＧＢ大正２年，ｐp379.380.

8月９日付珍田発牧野宛電報第247号，ＮＧＢ大正２年，ｐｐ､380.381.
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８月11日付牧野発珍田宛電報第194号，ＮＧＢ大正２年，ｐ383.

8月11日付牧野発安達宛電報第13号，ＮGB大正２年，ｐ384.

8月15日付珍田発牧野宛電報第255号，ＮＧＢ大正２年，ｐｐ,384.385.

8月19日付牧野発珍田宛電報第204号，ＮＧＢ大正２年，ｐp385.386.

8月21日付牧野外相｢米国ノ対墨提議支持ノ米国要請二対スル在本邦米国大使宛回答」（英

文)，ＮＧＢ大正２年，pp386-387・

BestaU1loaD0p・Cit.,pll8・

ＬＦａｂｅｌａｏｐ,Cit.,ｐ､210.

J.Ｖ､EstaiioLop・Cit.,ｐ､335.

8月15日付珍田発牧野宛電報第255号．

８月29日付安達発牧野宛電報第60号，ＮＧＢ大正２年，ｐ､388.

8月27日付珍田発牧野宛電報第263号，ＮＧＢ大正２年，ｐ387.

10月11日付安達発牧野宛電報第82号，ＮGB大正２年，ｐ388.

10月23日付安達発牧野宛電報第94号，ＮGB大正２年，ｐ391.

10月16日付「本邦米国大使ヨリ牧野外務大臣二手交セル米国ノ対墨抗議香｣，ＮＧＢ大正２

年。ｐ､389.

10月19日付安達発牧野宛電報第90号，ＮＧＢ大正２年，ｐｐ､390-391.

10月24日付安達発牧野宛電報第95号，ＮＧＢ大正２年，ｐp393.395.

10月１９日付牧野発安達宛電報第27号，ＮＧＢ，ｐ390．

前掲牧野発珍田宛電報第247号．

前掲安達発牧野宛顛報第95号．

11月４日付牧野発珍田宛電報第255号，ＮＧＢ，大正２年，ｐ397.

11月12日付牧野発安達宛電報第37号，第38号，ＮＧＢ大正２年，ｐｐ､400402.

11月13日付安達発牧野宛電報第127号，ＮＧＢ，大正２年，ｐ406.

11月14日付安達発牧野宛電報第129号，ＮＧＢ，大正２年，ｐ408．

大正３年３月17日付埴原正直外務書記官発牧野宛｢墨国出弧復命街｣，７．森山出雲艦長墨

国首府訪問事件，ＮＣＢ大正３年，pp827-829．

またその熱狂的な歓待振りについては前掲新聞記事，,ElJap6mlaReveluci6nMexicana'，

に詳記されている。

同上，Ｐ831.

1月29日付珍田発牧野宛電報第32号，ＮＧＢ，大正３年，ｐ799.
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２月６日付牧野発在英国丼上大使宛電報第16号，ＮＧＢ大正３年，ｐｐ､801.802.

3月９日付安達発牧野宛機密第10号，ＮＧＢ，大正３年，ｐp812-813.

2月25日付安連発牧野宛機密第８号，ＮＧＢ，大正３年，ｐp808.809．

前掲珍田発牧野宛電報第32号．

２月８日付安達発牧野宛電報第61号，ＮＧＢ，大正３年，ｐ､803.

2月６日付牧野発安達宛電報第22号，ＮＧＢ，大正３年，ｐ801.

4月15日付珍田発牧野宛電報第99号，ＮＧＢ，大正３年，ｐ849.

4月21日付安達発加藤外相宛電報第119号，第123号，ＮＧＢ，大正３年，ｐ､855,ｐ､857．

前掲安達発加藤宛電報第123号．

珍田発加藤宛通報，４月21日付第110号，４月22日付第111号，ＮＧＢ，大正３年，ｐ858．

大正３年４月23日付加藤外務大臣ヨリ大隅総理大臣外各大臣及各元老宛提出醤,｢米墨関係

ノ法的性質｣，ＮＧＢ，大正３年，ｐｐ､864867.

4月21日付安達発加藤宛電報第121号，ＮＧＢ，大正３年，ｐ､856.

4月22日付珍田発加藤宛電報第113号，ＮＣＢ大正３年,，ｐ859.

4月22日付加藤発安達宛電報第46号，第47号，第48号，ＮＧＢ，大正３年，ｐｐ､858.859.

4月23日付加藤発珍田宛魎報第118号，ＮＧＢ，大正３年，ｐ８６ｑ

４月23日付安逮発加藤宛電報第129号，ＮＧＢ，大正３年，ｐ､862.

4月25日付在填洪国西臨時代理大使発加藤宛魎報第40号，ＮＧＢ，大正３年，ｐp867-868.

4月27日付加藤発西宛電報第20号，ＮＧＢ，大正３年，ｐ､869.

4月27日付珍田発加藤宛電報第124号，ＮＧＢ，大正３年，ｐ､869.

4月26日付珍田発加藤宛電報第122号，ＮＧＢ，大正３年，ｐ､869.

4月30日付在シカゴ阿部領事発加藤宛電報第20号，ＮＧＢ，大正３年，ｐp870.871.
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日本外務省・監修「日本外交百年小史｣，日米通信社，山田密房，1954年．

伊藤敬一「想い出の記｣，KenkoSya，1966年．
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鹿島守之介「日本外交史｣，鹿島研究所，1965年．

ManuelGonzalezRamimez,qLaRevoluci6nSociaIdeMexico,”FondodeCuItura

Econ6mica，M6xico，l960

AaronSaenz,qLapoIIticainternacionaldelaRevoluci6nMexicana,,DFondodeCultura
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Econ6mica,Mexico,1961．

CharlesCCumberland,QvLaRevoluci6nMexicana：Losanosconstitucionalistas,”Fondo

deCulturaEcom6mica,Mexico,1972．

RalphRoeder,ｍＨａｃｉａｅｌＭ６ｘｉｃｏＭｏｄｅｍｏ：PorfirioDIaz,,,FondodeCuIturaEcon6mica，

Mexico’1973．

Jos6L6pez・PortilloyRojas,"Elevaci6nycaldadePorfirioDIaz,”PonPua,Mexico,1975．

LuisMartlnezFernandezdelCampo,ｑｑＤｅｃ６ｍｏｖｉｎｏＨｕｅｒｔａｙｃ６ｍｏｓｅｆｕｅ…ApulDtespara

laHistoriadeunRegimenMiIitar,，，ElCaballitolMexico,1978.

追記：本稿をまとめるにあたっては神奈川大学・大原美範教授また石井陽一教授の両先生から

貴箪なコメントを戦いた･ここに記して謝意を表したい。

Jap6nlmperialyelpresidenteV・Huerta
-unpuntodevistaenlasrelacionesdiplomaticasentreJap6nyMExico-

KoichiroYaginuma

LasrelacionesdiplomfiticasentreJap6nyMexicoenIaepocamodeｍａ,laetapaenque

ambasnacioneshabIanllevadoIapollticaprogTesista,seiniciaronapartirdeITratadode

Amistad,ComercioyNavegaci6nentreJap6nyMexicoquesehablanconcertadoenelaiio

l888comoresultadodecontactosyrelacionesquesehablanintercambiadoentreelSho‐

gunatoTokugawadeJap6nyelVirreinatodelaNuevaEspana(M6xico)ｅｎｅｌｓｉｇｌｏＸⅦ、

Dichasrelaciones,eneItiempoposterioralderTumbamientodelregimendictatorialdel

preidentePorfirioDIazaslcomoｄｅｌａｃａｌｄａｄｅｌｇｏｂｉｅｍｏｄｅＦｒａｃｉｓｃｏＬMadero，ｓｅ

desarrollaronengranescalaenlaepocadelpresidenteVictorianoHuerta．

Lasrelacionesdiplom2ticasentrｅｅｌＪａｐ６ｎｌｍｐｅｒｉａｌｙｅ】gobiernodeVHuerta，de

acuerdoconelprocesohist6ricoenelmmodelasrelacionesjapones、norteamericanasasl

comodeIasmexicano-norteamericanas,sepuedenclasificarentrespuntossiguientes：

１)A111egaralapresidenciaelgeneralHuertacreci6elsentimientoanti、norteamericano

enM色xico，ｄｅｂｉｄｏａｑｕｅｅｌｇｏｂｉｅｍｏｄｅＥｓｔａｄｏｓＵｎidosnoquerrlaotorgarsu

reconocimientoformalanteelgobiernohuertista,deacuerdoconsupollticaexteriorhacia
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ＭＥｘｉｃｏｄｅｎｏｒｅｃｏｎｏｃｅｒｕｎｅｓｔａｄｏｅlegidoilegalmente､Porotraparteelgobiemolmperial

deJap6nnegociabaconloestadounidenseentornoalacuesti6ndeinmigrantesjaponeses

enEstadosUnidos,mientraselgobiemohuertistamostrabasugTansimptiahaciaJap6n

Locualfueunaconsecuenciaoriginadadelfen6menoreaccionariocontralapolltica

norte2me｢iC:ｍａ

２)SeempeoraronmasymaslasrelacionesentreM色xicoyEstadosUnidosporlapoI1tica

deWashingtondeno‐reconocimientoalgobie｢nodelgeneralHuerta・Enestemomento

lleg6aMexicoelnuevoministrojapones,quienfuerecibidoconextraordinarioentusia・

ｓｍｏｐｏｒｅｌｇｏｂｉｅｍｏｙｅｌｐｕｅｂｌｏｄｅＭ６ｘico.ＬasrelacionesseagTavaronextremamentepor

elfracasodelaoperaci6nhechaporelenviadoespecialJoh、Lindconelprop6sitode

conseguirelretirototalalpresidenteHuerta・Bajotalcircunstancia,tantoIosministros

acreditadosdealgunaspotenciaseuropeasaslcomｏｅｌｍｉｎｉｓｔｒｏｄｅＪａｐ６ｎｅｎＭ６ｘｉco

pidieronrespectivamenteasugobiernoelenvlodeunbarcodeguelTa・Debidoalapetici6n

departedesurepresentantediplomaticoenMexico，elgobiernodeJap6nUeg6ala

conculsi6ndemandarelbuqueMIzumo,,haciaIasaguasmexicanas,ｃｏｎｅｌｏｂｊｅｔｏｄｅ

ｐ｢otegerasussGbditosresidecia1eｓｅｎＭｅｘｉｃoporeIacaso､ApartirdelaUegadadelnuevo

ministroylavisitadeIosoficialesmarinosdeJap6naIacapitalmexicana,elpresidnte

Huertatrat6demostrarsuacercamientohaciaJap6nydeostentarsupollticaprojaponesa・

Porlocualseexalt6elsentimientojapon6filoenMexicoyaument61ahostili｡adhuertista

contraEstadosUmidos,tomandounasemsacionaldimenci6nlasreIaci6nes,sobresalientes

yexcepcionales,entreelJap6nImperialyMexico,nosolamenteenEstadosUnidossino

tambiEnenlospalseseuropeos，

３)Enlacrisisde6rdenintemacionale､treMexicoyEstadosUnidosporIaaprehenci6n

delosmarinosnorteamericanosenelpuertodeTampicoyporlaocupaci6nportuariade

Veracruz,elpresidenteHuertasolicit6anteelgobiernodeJap6naguaYdarIospapelesy

documentosdiIplomaticosdelalegaci6nmexicanaenlajaponesaenEstadosUnidos・Sin

embargo,eIgobiernojaponesenviadenegociaci6nessobrelosproblemascitadosanterior‐

menteconIonorteamericanonopudoaceptarlapetici6ndelgobiernohuertista

EstatesisseT1a,tomandoencnsideraci6ndelosinteresesqueposelantantolaspotencias

europeascomoEstadosUnidoseneltelTitoriomexicanotambienlosdeJap6nlmperialen
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laRevoluci6nMex化ａｎａｅｎｅ】ailol910antesdeestallarIaPrimeraGuerTaMundial,un

ensayOdequetratadeclarificarlaestructuradelasrelacionesdiplomaticasentreJap6n

ImperialyMexicoenlapresidenCiadeVictorianoHuerta．
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